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新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴う全⽇本ろう学⽣懇談会の対応について 
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「緊急事態宣⾔」に伴う⽀部活動について 
 
 政府より、４⽉２５⽇(⽇)から５⽉１１⽇(⽕)までの期間、東京都・⼤阪府・京都府・兵庫県を対象と
する「緊急事態宣⾔」が発令されました。それに伴い、緊急事態宣⾔の対象となる地域に該当する全⽇本
ろう学⽣懇談会関東⽀部・近畿⽀部に関しては原則オンライン以外の⽀部活動は、原則として全⾯的に⾃
粛することをお願い申し上げます。また、当⾯、同宣⾔が発令されている期間は、全⽀部において対⾯に
よる⽀部活動を全⾯的に控えるようお願いし、以下の対応とします。 
 
●期間：４⽉２５⽇(⽇)から５⽉１１⽇(⽕)まで 
   「緊急事態宣⾔」が延⻑となった場合、その期間まで延⻑とする。 
 
●対象：緊急事態宣⾔が出ている地域に該当する⽀部 
   「緊急事態宣⾔」の対象地域が追加された場合、その地域も対象とする。 
    ４⽉２５⽇現時点で該当する⽀部 
    関東⽀部→東京都 
    近畿⽀部→⼤阪府・京都府・兵庫県 
※該当しない⽀部についても緊急事態宣⾔期間は対⾯での⽀部活動を極⼒控えていただきますようお願
いします。 
 
●対応： 
１．オンライン以外の⽀部活動は、原則として全⾯的に⾃粛すること。 
 
２．どうしてもオンライン以外の⽀部活動をする必要がある場合、全⽇本ろう学⽣懇談会三役と協議
のうえ、決定する。 
 
３．現在、感染⼒が強く症状の進⾏が速い変異株による感染が急速に拡⼤していることを踏まえ、今
⼀度各⽀部内の感染対策を⾒直し、定めた感染対策を厳守すること。特に活動中や活動前後に複数⼈
での飲⾷は厳につつしむこと。  
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対⾯での⽀部活動を⾏うのにあたっての対応について 
 
 緊急事態宣⾔期間以外に対⾯での⽀部活動を⾏うのにあたって以下の通り、対応をお願いします。 
 
１．感染拡⼤予防のための基本的なお願い 

（１） ⽇頃から不要な外出や⼈混みの多い場所を避けるようにしてください。 
（２） マスクやフェイスシールドの着⽤をお願いします。（マスクの着⽤が好ましい） 
（３） ⼿洗い咳エチケットを徹底してください。 
（４） ⽯鹸による⼿洗いを励⾏してください。 
（５） アルコール消毒液による消毒を⼿指に必ず消毒を⾏ってください。 
（６） ⽀部活動を⾏うのにあたって⾝体的距離（１〜２ｍ）を確保してください。 
（７） 窓を開けるなどして換気を徹底的に⾏ってください。 
（８） 使⽤済マスクなどの処理についてはビニール袋に⼊れて必ず持ち帰るようにしてくださ

い。 
 
２．体調不良者が発⽣した場合の対応について 

（１） ⽀部活動中に体調不良を感じた場合は速やかに企画担当者・⽀部役員に伝えてください。
そして速やかに帰宅するようにお願いします。 

 
３．まん延防⽌等重点措置が適⽤されている地域について 

（１） 各⽀部が作成しているガイドラインに従い、オンラインでの実施または対⾯とオンライ
ンのハイブリッド形式を導⼊するなど、安全を最優先した上で対⾯での⽀部活動を⾏う
こと。特にまん延防⽌等重点措置が適⽤されている地域については、感染防⽌策をより、
強化しつつ、今まで以上に気を付けてください。 

 
４．感染対策における経費について 

（１） アルコール消毒液、マスク・フェイスシールドの購⼊経費については⽀部⽀給⾦を活⽤
すること。また、通信回線の確保のためにポケットWi-Fiなどのレンタル費⽤も同様と
する。 

（２） オンラインでの実施または対⾯とオンラインのハイブリッド形式で Zoomを⽤いる場合、
安定かつ⾼度な機能を利⽤したい⽅は、全⽇本ろう学⽣懇談会からプロアカウントの貸
出を⾏うことができます。利⽤したい⽅は⽀部役員を経由して全⽇本ろう学⽣懇談会三
役までご相談ください。 
 

５．その他 
（１） 対⾯での⽀部活動を⾏うのにあたって、以上の内容以外に⾏政や⾃治体が作成している

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処処置⽅針を参考にすること。 
（２） 対⾯での実施基準などについては各⽀部が作成しているガイドラインに従って遵守した

上で活動を⾏うこと。 
（３） 万が⼀、⽀部活動においてコロナウイルス感染症の感染確認がされた場合は、速やかに
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全⽇本ろう学⽣懇談会三役に連絡を⾏うこと。そして、都道府県にて配布されているコ
ロナウイルス感染症発⽣時の初動対応マニュアルを参照にした上で適切な対応を⾏うこ
と。 
 

 全⽇本ろう学⽣懇談会の会員の皆様におかれましては、対⾯での⽀部活動を⾏っていくうえで、クラ
スターが発⽣しないよう、「感染しない。感染させない。」という原則に基づき、社会的に責任のある⾏
動をお願いします。⼀⽅、現在の状況下では、いくら注意しても感染の可能性を確実にゼロにはできな
いことを意識してください。クラスターを未然に防ぐためにご理解とご協⼒をよろしくお願いします。 
 

 
 

【お問い合わせ先】 
全⽇本ろう学⽣懇談会 
事務局⻑ 濵⽥ 拓海  

jdsa@zenkon.org 


